
◯ 多職種連携により地域でプライマリ・ケアを実践できる医療従事者等を育成することで、県内の在宅医療・介護連携をはじめ

とする地域包括ケアシステムの効果的な連携の推進に寄与することを目的として県が設置。

◯寄附講座の設置

平成23年度以降、三重大学において三重県ほか５市町による寄附講座等（家庭医療学分野）が設置され、これらの講座とその他医療機関が地域家
庭医療ネットワークを形成し、このネットワークをフィールドとする総合診療に関する研究・教育を実施。

◯総合診療医育成拠点の整備

三重大学が構築した地域家庭医療ネットワークに参画する医療機関において、医師等が地域医療に携わりながら家庭医療を学べる環境の整備。
（カンファレンスルーム・テレビ会議システム・宿泊施設等を整備 ※地域医療再生基金を活用）

三重県プライマリ・ケアセンター

【成果】本県の10万人あたりの医師数は全国36位（平成26年末厚生労働省医師・歯科医師・薬剤師調査）であるが、人口1,000人あたりの総合診療医
数については全国的にも高水準を獲得（平成27年の三重大学の調査結果では全国5位）

【課題】地域包括ケアシステムの担い手として期待される総合診療医の確保とあわせて、地域で総合診療医と共に活躍する多職種の医療従事者等を
確保することが重要→多職種連携により地域でプライマリ・ケアを実践できる人材の育成が必要（例：プライマリ・ケアエキスパートナースの育成）

総合診療医の育成にかかる主な取組

平成28年10月

取組の成果と課題

本県の取組として

プライマリ・ケアに関する教育・研究機関として、本年１０月に 「三重県プライマリ・ケアセンター」を設置。（地域医療介護総合確保基金を活用）
【設置場所】 県立一志病院 【委託事業者】 国立大学法人三重大学
【主な事業内容】 ①多職種連携によるプライマリ・ケアの実践的な教育研修体制構築

②多職種協働によるプライマリ・ケアに関する研究
③地域での多職種連携に関する研修会の開催や情報発信 等
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三重県立一志病院の概要

津
市

県立一志病院

＜診療圏における特色＞
・住民の急速な高齢化
（白山地域37.5%、美杉地域57.1%）
・医療機関が少なく診療所の医師も高齢化

＜診療圏における特色＞
・住民の急速な高齢化
（白山地域37.5%、美杉地域57.1%）
・医療機関が少なく診療所の医師も高齢化

■地域医療の確保の実績

・入院施設（稼働病床46床）を持った地域唯一の
病院

・24時間365日の救急受入態勢

・家庭医療・総合診療の実践

・総合診療医（家庭医）７名を中心とした診療体制
（寄附講座指導医、後期研修医を含む）

・在宅療養支援(訪問診療・訪問看護等）の実践

・医療過疎地域への支援（津市美杉地域内診療
所への医師派遣や離島診療所等への代診医
派遣）

・地域の保健・医療・福祉関係者が参加する多職
種連携の取組に参画（保健・医療・福祉連携会
議、顔の見える会）

■人材育成・研究の実績

・総合診療医（家庭医）及び看護師の育成（実習）

・家庭医療、地域医療、医学教育に関する研究
及び学会発表

早速、今年度の取組として「第１回プライマリ・ケア
エキスパートナース 研修会」を開催します！！！



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

働き方改革の推進 看護職員にとって魅力のある職場づくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
看護職員等の海外派遣研修から得た学び 

三重県の看護職員の離職率は、９～10％を推移している。新人看護

職員においてはライセンセスを取得しても１年以内に５％前後が離職。 

 

三重県の調査結果 

 
 
 

三重県からの提案 

勤務環境改善のために 

看護職員のモチベーション向上のために 

英国ロイヤルフリーホスピ

タルとの調印式 H27.7.7 

 
「女性が働きやすい医療機関｣認証制度   

●専門性と自律性の向上を支援する仕組みづく

り（専門性や得意分野を発揮できる配置転換や資

格取得や研修受講へのサポート） 
●キャリアアップへのインセンティブ、頑張っている

人のモチベーションが保たれる仕組みづくり 
（クリニカルラダーと処遇の連動等） 

●公平性が保たれる風土づくり（休暇取得や研

修参加の調整等） 

【平成 27 年度三重県創設）】   

●子育て中の看護職員等が就業を継続し、働

きやすい勤務環境づくりを推進するため、医

療勤務環境改善に取組む医療機関を支援す

るための公的な認証制度が必要。 
●多様な勤務形態の導入や、子育て中の看護

職員等の就労継続・復職支援等に取組む医

療機関に対する評価を病院機能評価や診療

報酬に反映することが必要。 

「女性が働きやすい医療機関」認証制度 認証式」  

三重県の看護職員不足の現状 
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【衛生行政報告例】

看護職員数は、年々増加しているが、不足は依然深
刻。2010 年から 2035 年までに人口は 185 万から 158 万ま
で減少するが、高齢者の人口が増加すると看護師の負担
が大きい入院患者数が増加するため、看護師需要量は現
状より増加する見込み。 
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【平成２６年 衛生行政報告例】

三重県 

 36 位 
全国 

平均 

１位：労働条件への不満 583(18.5％）
２位：看護内容への不満 372（11.8％）
３位：本人の精神的健康理由 320(10.1％）

●過去一年間に仕事を辞めたいと思ったことのある看護
職員が、辞めたいと思った理由 ※複数回答 n=3,157

【H25年度三重県看護職員の就業環境実態調査報告書】

１位：労働条件への不満 38(12.5％）
２位：出産・育児 36（11.8％）
３位：他の医療機関への転職 30(9.8％）

●過去一年間に職場を替わったことのある看護職員が、職
場を替わった理由　 ※複数回答 n=305

【H25年度三重県看護職員の就業環境実態調査報告書　】

全国初 

◆日本と英国の違い  

英国ロイヤルフリーホスピタルに、看護職員等を研修生として派遣し、
看護分野における国際的な視野をもった看護職のリーダを育成。 

看護職員不足の要因の一つである離職の現状 
由々 しき問題！ 
 
もったいない！ 

●キャリアデザインが特にない者　1,825（63.6％）人

　（その理由）

　　　・プライベートを優先させたい

　　　・業務に追われ考える余裕がない

　　　・キャリアアップしても収入が増えない

【H2７年度三重県看護職員のキャリアアップ形成に関する

 調査（三重県）　有効回答率　49.5％（2,870/5,800人）】

日　本 英　国

・オールラウンド型看護師が求められる。
・専門資格が給与に反映されることが少
　ない。

・配置転換が少ない。
・配置先に応じた専門資格が取得できる。
・研修受講の費用は職場が負担する。

英国では、やる気と

能力のある看護師
は、それに見合った
サポートと報酬が得

られるしくみがある。 
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【日本看護協会「病院における看護職員需給状況調査」】
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A相談窓口の設置
B地域協議体の設置
Cチーム体制の整備
D人材育成
E症例支援マニュアルの作成
F緊急時対応にかかる体制の整備
Gレスパイト体制の確保
H家族同士のつながりの構築

在宅医療体制の充実
課題

○在宅医療の推進についての取組内容
は様々であり、先進的に在宅医療の推
進に取り組む市町がある一方で、取組
が進まない市町がある。

○体制整備に係る方向性が不明確であ
るため、各市町の取組内容が定まらず、
一部の関係者のリーダーシップに頼ら
ざるを得ない。

在宅医療フレームワーク

○在宅医療体制の整備にむけて、市町が取り組むべき方向性を示し、実
態を把握したうえで、現状に即した支援を行う。

仕組みの構築
構成要素

現状把握

フレームワークに基づき県内全２９市町
に対しヒアリングを実施

【最も多くの市町が課題としているもの】
○緊急時対応に係る体制の整備につい
ては医療資源に対する依存度が高く、
取組みが進んでいない地域が多い。

【その他の課題】
○郡部や過疎地域では医療資源、特に
在宅医療を支える開業医が少なく、体
制整備・維持が困難である。
○先進的に取組みを進めている市町で
あっても、在宅医療に新たに参入する
医師の確保が難しい。

①地域住民が在宅医療を知っている
②地域住民が在宅医療について相談できる
③在宅医療のサービスが量的にも質的にも
確保されている

④緊急時対応にかかる体制が整備されている
⑤患者家族に対する支援体制が整備されている

目指すべき姿
現状把握と
支援による
底上げ

【現状】
○独自で補助制度を設けるなど、先進的に連携体制を構築している市町
もあるが、多くの市町では体制整備が進んでいない。

在宅医療を行う医師の後方支援体制の整備

【課題】
在宅療養後方支援病制度については、許可病床200床以上の病院であ
ることを要件としている。県内の病院については、200床未満の病院も多い
ため、制度の活用が進まない。

また、在宅患者緊急入院加算については、現行は入院初日のみの算定
であるが、後方支援体制整備を推進するためには、入院期間に渡って加
算されることが望ましい。

○保険制度上の枠組みである在宅療養後方支援病院制度については、
届出施設数が少なく、県内ではあまり活用されていない。
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